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早

川

保

『
労
働
者
に
と
つ
て
労
働
力
は
如
何
な
る
使
用
価
値

も
有
し
な
い
、
た
f
交
換
価
値

の
み
を
有
す
る
。
そ
れ
は
彼
に
と
つ
て
も
資

本
家
に
と
つ
て
も

一
つ
の
商
品
と
な

つ
た
。
…
…
例

へ
ば

マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば

「
労
働
力
は
労
働
者
自
身

に
対
し
て
彼

に
屡
す
る

一

つ
の
商
品
の
形
髄
、

從

つ
て
彼
の
労
働

は
賃
労
働

の
形
髄

を
と
る
」
」

(六
頁
)
。

然
し
な
が
ら
著
者
に
よ
れ
ば
労
働

力
は
プ

レ
ン

タ
ノ
ー
の
い
ふ
如
く
費
手
た
る
労
働
者
と
完
全
に
不
分
離
の
関
係

に
立
つ
と
い
ふ
黙
に
於
て
、
即
ち
労
働

力
が
労
働

者
の

一
般
的
人

格
の

一
片
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
蔵
然
区
別
さ
れ
る
。
法
的
考
察
に
於
て
は
特
に
こ
の
點

が
強
調
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て

著
者
は
こ
の
見
解
を
出
嚢
鮎
と
し
て
本
書
を
書
い
た
。

CO
、
私
法
殊
に
獨
逸
民
法
に
於
け
る
労
働
者

の
地
位
並
び
に
法
盆
S
し
て
の
承
認
の
問
題

(五
頁
ー

五
六
頁
)
。

リ
ョ
ス
ラ
ー

「
法
盆
ご
し
て

の
労
働
力
』

(
第
三
省
第

一
號
)

(
二
七
五
)

一

W
olfgang R
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R
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リ
曲
ス
ラ
ー

「
法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
」

(第
三
巻
第

}
號
)

(
二
七
六
)

二

②
、
獨
逸

刑
法
並
び
に
諸
社
會

立
法
に
於
け
る
労
働
力
保
護
の
問
題

(五
七
頁
-

九

一
頁
)
。

③
、
獨
逸

憲
法
に
於
け
る
労
働
力
の
綱
領
的
、
原
則
的
承
認
の
問
題

(九
一
頁
-

一
〇
〇
頁
)
。

著
者
は
こ
の
魎
分
に
於
て
そ
の
研
究
を
進
め
て
ゆ
く
。

1
人
間

の
労
働

力
に
対
す

る
民
法
の
立
場
並
び
に
そ
の
法
盆
と
し
て
の
承
認

の
問
題
。

(
一
)
労
働

力
の
法
的
本
質

(A
)
物
権

に
於
け
る
労
働
力
の
地
位

(
イ
)
著
者
に
よ
れ
ば
労
働

力
に
關
し
て
如
何
な
る
所
有
権

も
成
立
し
な
い
。
企
業
主
は
他
入
の
労
働

力

に
如
何
な
る
所
有
権
も

有
し
な
け
れ
ば
所
有
権
類
似
の
権
利
を
も
有
し
な
い
。
彼

に
は
せ
い
み
＼
労
働

力

に
關
し
て
支
配
権
か
、
あ

る
ひ
は

一
定
限
の
虜
分

構
が
認
め
ら
る

・
に
過
ぎ
な
い
。

(
ロ
)

『
同
様
に
叉
雇
主
の
爲
に
被
傭
者
の
労
働
力
に
用
盆
権
の
如
き
も
の
を
認
む
る
如
何
な
る

法
的
根
撮
も
存
在
し
な
い
』

(
一
一
頁
)
。

(
ハ
)
労
働
力
の
占
有
の
可
能
性
も
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
物
の
占
有
は
二
つ
の
特

質
的
標
識
を
有
す
る
。
先
す
そ
れ
は

一
つ
の
純
埣
に
事
實
的
な
勢
力
関
係

で
あ
り
、
次
に
そ
れ
自
置

の
爲
に
特
別
な
法
的
保
護
が
與



え
ら
れ
る
』

(
二

頁
)
。

『
所
謂
労
働

力
の
占
有
に
於
け
る
、物
の
占
有
の
類
推
は
、
最
初
の
標
識

に
關
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
』
。

『
例

へ
ば

・
ズ
イ
ン
に
よ
れ
ば
業
務
は
雇
主
の
被
傭
者
に
対
す

る
事
實
上
の
威
分
権

の
開
始
を
以
つ
て
業
務
関
係

,、}
し
て
開
始
し
反

封

に
雇
主

の
事
實
上
の
庭
分
権
の
消
滅
す
る
,こ
き
業
務
関
係

が
終
る
』

二

一
頁
ー

=
貢
)
。

然
し
な
が
ら
物
の

占
有
の
第
二
の

特
質
的
標
識
で
あ
る
占
有

そ
れ
自
體

の
保
護
は
け
つ
し
て
混
同
を
許
さ
な
い
。
若
し
吾
々
が
労
働

力
の
占
有
そ
れ
自
體

を
法
律
秩
序

に
よ
り
特
別
な
保
護
の
下
に
置
れ
た
関
係

と
し
て
み
る
な
ら
ば
吾

々
は
雇
王
が
労
働

者
に
対
し
て
所
有
権
的
保
護
手
段
を
用
ふ
る
こ

と
を
得
る
で
あ
ら
う
,こ
い
ふ
結
果
に
到
達
す
る
。
そ
れ
は
耐

え
難

い
結
果
で
あ
ら
う

(
=
貢
)
。

(B
)
労
働

力
・こ
財
産

『
吾
々
は
か
く
て
労
働

力
が
財
産

に
数
え
ら
る
べ
き
で
な
く
、
そ
れ
が
如
何
な
る
財
産
の
客
齢
を
も
表

は
す
も
の
で
な
い
.、)
い
ふ

結
論
に
達
す
る
」

二

五
頁
)
。

『
こ
の
結
論
は
二
つ
の
観
鐵

に
於
て
意
義
を
有
す
る
。
即

ち
第

一
に
労
働

力
は
そ
の
保
持
者
の
財

産

に
屡
せ
す
、
而
し
て
次
に
労
働
力
を
使
用
し
、
そ
の
利
田
…
権
を
有
す
る
が
故
を
以
て
、
労
働

力
を
請
求
し
得
る
人
の
財
産
に
屡
せ

な
い
」

(
一
五
頁
)
。

こ
の
事
か
ら
色

々
な
興
味
あ
る

蹄
納
か
生

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
二
つ
を
基

ぐ
れ
ば
、

『
先
づ
労
働

力
は
商
人
の
、
営
業

圭
の
、
貸
借
対
照

表
の
項
目
と
し
て
現

は
れ
な
い
。
自
身
の
労
働
力
も
、
彼
の
労
務

者
の
労
働
力
も
勿
論
然
り

で
あ
る
』

二

五
頁
1

一六
頁
)
。

『
更
に
重
大
な
蹄
納
と
し
て
他
人

に
樹
す
る
労
働
力

の
無
償
的
支
出
は
法
的
意
義

に
於
け
る
如

」
ヨ
ス
ラ
ー

「
法
盆
ざ
し
て
の
勇
働
力
」

(
第
三
巻
第

↓
號
)

(
二
七
七
)

三



リ
ョ
ス
ラ
ー
「
法
猛
ざ
し
て
の
勇
働
力
」

(第
三
霧
第
一
貌
)

(二
七
八
)

四

何
な
る
賂
與

で
も
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
』

(
一六
頁
)
。

(
二
)
雇
傭
契
約
法
に
於
け
る
労
働

力

(A
)
獨
逸
民
法
の
雇
傭
契
約
法
規
の
何
盧
に
も
労
働

力
は
独
立
の
法
盆

と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

『
一
般
的
労
働

契
約

の
概
念
は
今
日
の
私
法
秩
序
の
關
知
せ
ざ
る
所
で
あ

る
。

だ
か
ら
そ
れ
は
理
論
的

に
は
上
概
念
(
O
b
e
r
b
e
g
r
i
f
f
)

と
し
て
考
え
ら

れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
』

(
一九
頁
)
。
而
し
て
雇
傭
並
び
に
請
負
契
約
は
封
等
者
間

の
契
約
を
表
は

す
べ
き
も
の
で

從

つ
て
純
梓

な
債
務
関
係

に
止
る
、

『
そ
れ
に
反
し
労
働
関
係

即
ち

從
厨
的
労
働

契
約
(
d
e
r
 
 
a
b
h
a
n
g
i
g
e
 
A
r
b
e
i
t
s
v
e
r
t
r
a
g
)

は

社
曾
法
的
開

係
と
し
て
こ
れ
等
の
契
約
様
式
の
外
に
、
從

つ
て

一
般
債
権
外
に
立

つ
べ
き
で
あ
る
』

(二
五
頁
f

二
六
頁
)
。

即
ち

後
者
は
純
梓

な
る
債
権
的
性
質
に
強
度
の
身
分
法
的
色
彩
を
有
す
る
。

(B
)
そ
こ
で
著
者
は
雇
傭
契
約
法
規
に
於
け
る
間
接
保
護

を
以
つ
て
は
不
独
立
労
働

契
約

に
於
け
る
被
傭
者
の
保
護
は
不
充

分
な
り
と
し
労
働

契
約
法
に
於
て
労
働

力
を
法
釜
と
し
て

一
般
的
に
根
本
的
に
認
む
る
必
要
性
を
説
く
。

『
薙

に
於
て
人

々
は
か
う

反
対

す
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
獨
逸
民
法
二
四
二
條
,

一
五
七
條
が
直
ち
に
労
働
契
約

に
適
用
せ
ら
れ
、

一
般
的
保
護
規
定
と
し
て
ま

た
獨
逸
民
法

=
二
八
條
,
三
四
三
條
並
び
に
獨
逸
商
法
七
四
條
が
考
慮
さ
れ
、
更
に
雇
傭
契
約
法
の
個

々
的
規
定
が
そ
れ
を
徹
底
す

る
と
き
は
,
な
ほ
そ
れ
を
越

え
て
個
々
の
場
合
に
必
要
な
る
俣
護
を
與

ふ
る
が
故

に
、
よ
の
深
入
り
し
た
法
律
規
定
は
必
要
で
な
い



と
』

(三
三
頁

)
。

然

し

な

が

ら

そ

れ

は

一
部

分

正

し

い

に
す

ぎ

な

い
。
労
働

力

の
保

護

は
然

か
く

一
般

的
、

微

温

的

な
間
接

規

定

に
よ

つ
て

は

充

分

な

る
保

護

を

受

け
得

な

い
。

二
四
二
條

「債

務
者

ハ
誠
實

二
且

ッ
取
引
上
ノ
慣
習

二
從
ヒ
給
付

ヲ
爲

ス
義
務
ヲ
員
フ
」

一
五
七
條

『
契
約

ハ
取
引
上
ノ
慣
習

ヲ
考
慮

シ
信
義
誠
實
ノ
要
求

二
從

ヒ
解
釈
ス
ル
コ
ト

ヲ
要

ス
」

コ
ニ
八
條

「善
良

ノ
風
俗

二
反

ス
ル
法
律
行
爲

ハ
無
致
ト
ス
殊

一一
相
手
方
ノ
窮
迫

、
輕
卒
又

ハ
無
経
験

二
乗
ジ
自
己
又

ハ
他
人
ノ
爲

シ
タ
ル
給
付

二
封
シ

テ
財
産
的
利
益

ヲ
約

束
又

ハ
供
與

セ
シ
ム
ル
法
律
行
爲

ハ
其
財
産
的
利
益
ガ
其
當
時
ノ
事
情

二
從

ヒ
著

シ
ク
権
衡

ヲ
失

ス
ル
程
度

二
其
給
付

ノ
価
格
ヲ
超

過

ス
ル
ト
キ

ハ
之

ヲ
無
敷
ト
ス
』

著

者

は
労
働

力

を

人

絡

の

一
部

分

,こ
し

て

、

不

可

侵

の

も

の

と
し

て
明

言

す

る
規

定
例

へ
ば

『
労
働

力

は
労
務

者

の

人
格

の

一
部

分
と

し

て
侵

害

を
許

さ

な

い
。

雇

主

も
被

傭

者

も

そ

の

保

持

の
責

に
任

ん
す

る
。

雇

主

は
被

傭

者

の

人
格

が

殿

損

せ
ら

れ

ざ

る
方

法

並

び

に
範

圏

に

於

て

の

み
自

己

の

鬼

分

し

得

る
労
働

力

を

使

用

せ
な

く

て

は

な
ら

ぬ
』

(
三
四
頁
)

と

い

ふ

如

き

一
般

的

規

定

を

と

り

入

る

・
こ
と

の

必

要

を

強

調

す

る
。

(
三
)

不

法

行

爲

に
於

け

る
労
働

力

(
A

)
獨
逸

民

法

八

二
三
條

一
項

に
於

け

る
労
働

力

次

に
労
働

力

が
不

法

行

爲

に
關

す

る
獨
逸

民

法

八

二

三
條

一
項

に
於

て
果

し

て

法

釜

と
し

て
認

め

ら

れ

お

る

や
否

や

を
瞼

す

る

。

り
・
ス
ラ
ー

『
法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
』

(第
三
巻
第

一
號
)

(
=
七
九
)

五



リ
ョ
ス
ラ
ー
『法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
」

(第
三
巻
第
一
號
)

(
二
八
〇
)

六

八
一二
二
條
一
項

「故
意
叉
ハ
過
失
ニ
ヨ
リ
テ
他
人
ノ
生
命
、
身
髄
、
健
康
、
自
由
、
所
有
擢
其
他
ノ
権
利
ヲ
不
法
二
侵
害
シ
タ
ル
者
ハ
之
二
因
リ
テ
生
ジ

タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
義
務
ヲ
賢
フ
』

問
題
は

「
ソ
ノ
他
ノ
権
利
」
な
る
用
語
の
解
釈

,
從

つ
て
其
中
に
労
働
力
が
含
ま
れ
得
る
や
否
や
に
あ
る
。
今
生
命
、
身
體

、
健

康
・
自
由
等
八
二
三
條

一
項
列
基
の

『
之
等
の
生
活
財
を
権
利
と
認
め
る
な
ら
ば
そ
の
他
の
擢
利
な
る
概
念

を
他
の
同
様
な
生
活
財

に
籏
張
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
」

(四
一
頁
)
。
從

つ
て
此
考
に
よ
れ
ば
労
働

力
を
そ
の
他
の
権
利
な

る
概
念
中

に
と

り

入

れ
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
著
者
に
ょ
れ
ば
そ
れ
は
誤
で
あ
る
。
蓋
し

『
規
範
保
護

(
あ
る
ひ
は
法
の
保
護
)

と
権
利
・こ
は
同

一
で
な
い
」

(四
四
頁
)
そ
し
て
こ
の
両
者

を
分

つ
も
の
は
實
定
法
規
で
あ
る
。
権
利
た
り
得

る
が
爲
に
は

「許
さ
れ

た
る
意
思
活
動
、
そ
の
権
能
が
権
利
に
關
す
る
規
定
の
下
に
置
か
る
・
』

(四
四
頁
)
こ
と
を
要
す
る
。

『
か

、
る
規
定
は
こ
の
四
つ

の
塞
げ
ら
れ
た
る
生
活
財

に
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
等
の
権
利
た
る
性
質

は
法
典
の
如
何

な
る
他
の
規
定

に
於

て
も
あ
ら
は
れ
な

い
」

(
四
四
頁
)
。
か
く
て
著
者
は
そ
れ
等
の
列
挙

さ
れ
た
諸
生
活
財
を
権
利
と
み
る
こ
と
に
反
対
し

、
そ
の
他
の
権
利
な
る
用
語
を

こ
の
四
つ
の
法
盆
に
関
係

ず
け
る
こ
と
に
反
対
し

、
從
つ
て
ま
た
す
べ
て
の
同
様
な
る
生
活
財
を
同
條
の
保
護
の
下
に
置
く
こ
・、旨
に

反
対
し

、

其
論
嫁
と
し
て
発
生

史
的
に
第

一
草
案
七
〇
四
條
に
言
及
し
て
ゐ
る

(
四
三
頁
)
。

そ
こ
で
よ
り
多
く
の

生
活
財
を
,、」り

入
れ
こ
の
條
文
の
嚴
格
な
範
囲

を
鑛
げ
よ
う
・こ
す
る
試
み
が
特

に
身
分
法
説
に
於
て
な
さ
れ
た
。
だ
が

『
法
律
に
依
り
直
接
に
身
分



権
と

し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は

氏
名
磨
に
す
ぎ
な
い
』

(四
七
頁
)
の
で
あ
つ
て
こ
の
氏
名
権

に
關
す
る
獨
逸

民
法

一
二
條
の

他
の
人
絡
財
に
対
す

る
類
推
適
用
は
著
者
に
よ
れ
ば
排
斥
せ
ら
れ
る
。
こ

・
に
於
て
最
後
に

『
一
般
的
人
格
権
を
認
め
ん
と
す
る
こ

ーこ
に
よ
り
即
ち
個
八
の
す
べ
て
の
行
動
、
態
度
,
並
び
に
表
示
を
含
む

一
つ
の
人
格
権

ケ
権
利
,、)し
て
認
め
ん
,、一す
る
こ
と
に
よ
り

之
等
の
個

々
の
人
格
財
を
と
り
入
る

・
こ

と
を
達
成
し

よ
・こ
す
る
試
み
が
あ
つ
た
が
』

(四
七
頁
)
労
働
力
並
び
に
そ
の
自
由
な
る

利
用
権

が
か

・
る

一
個
の
人
絡
権
で
あ
り
そ
れ
故
に
八
二
三
條

一
項
に
よ
り
保
護
せ
ら
る
べ
き
や
に
つ
い
て
は
著
者
に
よ
れ
ば
現
行

法
上
明
瞭
に
否
,こ
い
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
局
著
者
は
現
行
獨
逸
民
法
八
二
三
條

一
項
に
よ
つ
て
は
労
働
力
の
保
護
は
期
待
し
難
し

と
な

し

改

正

へ
の

三

つ

の
提

案

を

な

し

て

ゐ

る

(五
〇
頁
.ー

五

一
頁
)
。

そ

れ

に
よ

れ
ば

(
イ
)

甑
述

の

一
般

的

人

絡
権

な

る
も

の

々
認
む
る
こ
と
に
よ
る
方
法

(
だ
が
之
は
相
常
議
論
の
存
す
る
所
で
あ
り
、
遽

か
に
實
現
を
期
待
し
難
い
)

(
ロ
)
労
働

力
を
人
格

梅

こ
し
て
認
む
る
こ
と
に
よ
り
を
砂
雰

難

の
中
に
含
ま
し
む
る
方
法
、

(
ハ
)
獨
逸
民
法
八
二
三
條

項

裂

の
諸
馨

即
ち

生
命
、
身
麗
,
健
康
,
並
び
に
自
由
以
外
に
労
働
力
を
法
ハ奪
、」
し
て
附
加
す
る
方
法
之
れ
で
あ
る
。

(B
)
不
法
行
爲
に
於
け
る
労
働

力
の
間
接
保
護

不
法
行
爲
に
於
け
る
労
働

力
の
間
接
保
護
規
定
・こ
し
て
更
に
獨
逸
民
法
中
に
考
え
ら
る
、
も
の
は
二
つ
あ

る
。
即
ち
八
二
三
條
二

項
・
八
二
六
條
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
に
も
間
接
的
な
不
確
定
な
基
礎

の
上
に
立
つ
認
定
に
す
ぎ
な
い

(五
四
頁
f

五

り
。
ス
ラ
ー

「
法
盆
と
し
て
の
労
働
力
」

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
八

一
)

七



り
。
ス
ラ
ー

「
法
盆
ざ
し
で
の
労
働
力
』

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
八
二
)

八

六
頁
)
。

八
一
二
二
條

二
項

「
他
人
ノ
保
護

ヲ
目
的
ト

ス
ル
法
律

二
反

シ
タ

ル
者

モ
亦
同

一
ノ
義

務
ヲ
賢
フ
。
ソ
ノ
法
律
ノ
内
容

二
從

ヘ
バ
過
矢
ナ
ク
シ
テ
之

二
違
反

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
塩
怨
ロ
二
於
〃テ
ハ
過
失
7
リ
タ

ル
箆
凋合

二
ノ
ミ
賠
償
養
門務
ヲ
生
ズ
』

八
二
六
條

『善
良
ナ

ル
風
俗

二
反

ス
ル
方
法
ヲ
以

ッ
テ
故
意

二
他
人

二
損
害

ヲ
加

ヘ
タ
ル
者

ハ
之

二
封

シ
損
害
賠
償

ノ
義
務
ヲ
員
フ
』

K

公

法

の

個

々
の
規

定

と
法

盆
と

し

て

の
労
働

力

の
問

題

(
一
)
刑

法

に
於

け

る
労
働

力

『
労
働

力

は
刑

法

に
依

り

た

'

に
認

め
ら

れ

ざ

る

の

み

な

ら

す

決

し

て

充

分

な

る
方

法

で
間

接

的

に

も
保

護

さ

れ

て

ゐ

な

い
』

(五
七
頁
)
。

然

ら

ば

そ

の
間

接

的

保

護

は
如

何
?

此

鮎

を
次

に
検

討

し

て

み

る
。
労
働

力

の
侵

害

に
は
肉
體

的

侵

害

と
経
済

的

侵

害

こ
が

あ

る
。

前

者

に
於

け

る
侵

害

は
労
働

力

の

人

的
基

礎

を

侵

す

も

の
で

あ

り

、

後

者

に
於

け

る

そ
れ

は
搾

取

と
し

て
現

は

れ

る
o(

A
)
侵
害

(身
鎧
傷
害
)
に
対
し
て
。
即
ち
刑
法
二
二
三
條

に
よ
る
間
接
保
護
で
あ
る
が
,

『
労
働
力

の
侵
害
が
同
時
に
身
齢

の
傷
害
或
は
健
康
の
殿
損
を
件
は
な
い
で
嚢
崖

す
る
,こ
き
に
は
如
何
?
』

(六
一二
頁
)
。

(
例

へ
ば

繊
細
な
時
計
工
の
指
は
粗
暴
な

土
木
工
事
に
使
用
さ
る

、
に
よ
の
次
第

に
熟
練
時
計
工

こ
し
て
の
労
働
力
を
失

つ
て
ゆ
く
。
)
此
場
合

は
間
接
的
に
も
保
護
せ
ら
れ



な
い
こ
と
に
な
る
。
刑
法
二
二
四
條
は
重
大
な
る
身
髄
傷
害
に
つ
い
て
規
定
し
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
同
法

に
於
け
る
、
身
髄
傷
害

か
ら
発
生

す
る
結
果

に
よ
つ
て
罪
が
加
重
せ
ら
る

・
諸
種
の
場
合
の
列
挙
中
に
、
労
働

不
能
即
ち
労
働

力
の
侵
害
殿
損
が
激
え
ら
れ

て
ゐ
な
い
。
だ
か
ら
労
働
力
の
殿
損
が
同
時
に
二
二
四
條
列
挙

の
場
合

に
該
當
せ
な
い
と
き
は
ー

そ
し
て
そ
う
い
ふ
場
合
は
二
二

三
條

に
於
け
る
よ
り
も
遙
か
に
多
い
の
で
あ
る
が
ー

全
然
保
護
を

受
け
な
い

(六
一二
頁
)
。

「
労
働
力
の
殿

損

は
だ
か
ら

殆
ん
,ご

大
部
分
の
場
合
輕
微
な
る
身
燈
傷
害
と
し
て
表
は
れ
る
』
に
す
ぎ
な
い

(六
三
頁
-

六
四
頁
)
。

(B
)
搾
取
に
対
し

て
。
労
働

力
は
財
産
そ
れ
自
膣

で
は
な
い
が
財
産
の
源
泉
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
に
於

て
強
利

(
刑
法
二
五
三

條
)
詐
欺

(刑
法
二
六
三
條
)
暴
利

(刑
法
三
〇
二
條
ノ
五
)

に
關
す

る
規
定
の
類
推
適
用
ω
可
能
性
が
あ
り
得
る

(五
九
頁
ー
ー
六

三
頁
)
。

そ
こ
で

一
般
獨
逸

刑
法
草
案
が
上
述
の
諸
鮎
に
關
し
現
行
刑
法
を
如
何
に
改
正
し
て
ゐ
る
か
を
見
る
の
に
、
唯

一
の
本
質
的
改
正

と
目
さ
る
べ
き
も
の
は
た
・・
草
案

の
二
六
〇
條
で
あ
る
。
即
ち

『
労
働
力
の
殿
損
は
草
案
が
法
律
と
な
る
と
き
は
最
早
や
輕
微
な
る

身
髄
傷
害
,こ
し
て
罰
せ
ら
れ
な
い
で
、
二
六
〇
條
に
よ
れ
ば
重
大
な
る
身
騰
傷
害
と

し
て
罰
せ
ら

る
・
は

ず
で
あ
る
』

(六
八
頁
)
。

そ
の
他
草
案
二
三
三
條
は
企
業
の
安
定
を
齪
す
こ
と
を
罰
し
そ
れ
に
よ
り
人
間
の
生
命
を
保
護
し
機
械
を
使
用
す
る
諸
企
業

に
於
け

る
身
饅
傷
害
の
危
険

を
除
去
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
ふ

意
味
に
於
て
新
規
定
と
目
さ
れ
る

(六
八
頁
」
。

草
案
三
四
〇
條
の

り
。ス
ラ
ー
『法
盆
ざ
し
て
の
鰐
働
力
」

(第
三
巻
第
一號
)

(
二
八
三
)

九



り
.
ス
ラ
ー
『法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
』

(第
三
巻
第
一
號
)

(
二
八
四
)

一
〇

金
銭
暴
利
,

そ
の
他
張
利
,
詐
欺
に
關
す
る
諸
規
定
は
何
等
現
行
刑
法
に
本
質
的
変
化

を
加
え
て
ゐ
な
い

(六
九
頁
)
。

そ
こ
で
著

者
は
労
働
力

の
搾
取
に
対
す
る
直
接
保
護
の
必
要
と
資
本
家
に
よ
る
刑
法
規
定
の
悪
用

に
対
す
る
労
働

力
の
保
護
を
強
調
し
て
ゐ
る

へ
七
〇
頁
-

七

一
頁
)
。

(
二
)
社
会

立
法
に
於
け
る
間
接
的
保
護
規
定

著
者
に
依
れ
ば

『
公
法
的
干
渉
が
蛮
動
す
る
二
つ
の
主
要
な
る
領
域
が
あ
る
。
そ
れ
等
は
総
括
し
て

一
般
的

に
社
會
立
法
と
名
付

け
ら
れ
る
。
労
働

保
護
立
法
と
社
會
保
険
即

ち
こ
れ
で
あ
る
」

(七
五
頁
)
。
前

者
に
つ
い
て
は

『
労
働
契
約
か
ら
饗
生
す
る
も
の

に
關
し
て
・・
な
く
國
家
に
ょ
り
要
求
せ
ら
れ
、

個

々
の
雇
主
に
課
せ
ら
れ
た
保
護
義
務
を

問
題
と
す
る
』

(七
九
頁
)
。
労
働

者
保

護
規
定
は
幾
多
の
特
別
法
規
に
散
在
し
絶
え
す
改
正
さ
れ
て
ゆ
く

(八
〇
頁
)
、

そ
こ
で
そ
の
改
正
の
流
れ
に
二
三
の

暗
示
的
方
向

を
與
ふ
れ
ば
搾
取
に
対
し

て
は
労
働
時
間
と
労
働
休
養
に
対
す

る
正
確
な
る
時
間
の
規
定
並
び
に
女
子
、
青

、
少
年
の
労
働
力
保
護

に
饗
す
る
特
別
な
規
定
が
注
意
さ
る
べ
く
、

生
命
並
び
に
健
康
の
確
保
に
対
し

て
は
事
故
防
止
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

ρ八
〇
頁

-

八
三
頁
)
。

社
會
保
険

に
於
て
は
労
働
者

・
使
用
人

・
並
び
に
鑛
夫

・
保
険
が
注
意

さ
る
べ
く
そ
れ
等

は
疾
病
保
険

,

傷
害
保

瞼
、
養
老
保
険

、
失
業
保
険

等
の
形
態
を
と
つ
て
現
は
れ
る

(七
五
頁
i

、七
八
頁
)
。

最
後
に
著
者
は
最
も
注
意
さ
る

べ
き

一
九
二

八
年
の
労
働
保
護
法
草
案

に
言
及
し
て
ゐ
る

(
八
五
頁
f

九
一
頁
)
。



皿

憲
法

に
於
け
る
労
働
力

の
認
定

.

(
一
)
個
々
の
規
定
に
よ
る
間
接
的
承
認
。
獨
逸

憲
法

一
一
九
條

一
項
が

「家
族
生
活

ノ
基
礎

ト
シ
テ
ノ
婚
姻
」
を
保
護
し
、
同

條
二
項

に
於
て

「
家
族
の
純
潔
並
ビ
ニ
健
康

ヲ
保
持

シ
其
社
曾
的
奨
拗

ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
に
つ
き
、
同
條
三
項

に
於
て

「産
嬬
ノ
保
持

及
扶
助
」
に
つ
き
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
將
來
の
立
法
に
対
す
る
注
目
す
べ
き
指
針
で
あ
り
、

一
二
二
條
が

「
過
役
並
ビ

ニ
道
徳
上
精

神
上
叉
は
肉
饅
上
ノ
委
棄

一一封

シ
テ
」
少
年
を
保
護
し
、

=
二
九
條
が

「
日
曜
日
及
公
定
の
祝
日

ハ
安
息

日
及
精
神

向
上
ノ
日
ト
シ

テ
法
律
上
保
護

セ
ラ
ル
ル
」
旨
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
要
す
る
に
國
民
の
健
康
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
の
人
間
の
労
働
力

に
間
接
の
保

護
を
與

ふ
る
も
の
で
あ

る
。

(
二
)
立
法
者
に
対
す

る
綱
領
。
以
上
労
働
力

に
対
し
て
間
接
保
護
を
與

ふ
る
諸
規
定
の
外
に
憲
法
中
に
は
立
法
者
に
対
し
て
綱

領
と
な
る
べ
き
重
要
な
諸
種
の
規
定
が
あ
る
。

(A
)
統

一
的
労
働

法
。

『
一
五
七
條

二
項
は
「
國

ハ
統

一
的
ノ
労
働
法
ヲ
定

ム
一な
る
條
文
t
於
て
七
條
九
號
に
於
て
立
法
者

に
與

え
ら
れ
た
労
働

法
の
立
法
権
を
行
使
す
る
爲

に
、
立
法
者
に
対
す

る

一
つ
の
非
常
に
重
要
な
る
指
示
を
含

ん
で
ゐ
る
』
(九
三
百
G
。

か
く
て

一
九
二
六
年
十
二
月
二
十
三
日
の
労
働

裁
判
所
法
、

一
九
二
〇
年
二
月
四
日
の
経
営
協
議
會
法
、

一
九

一
八
年
十
二
月
十
三

日
の
賃
率
契
約
令
、

一
九
二
七
年
七
月
十
六
日
の
労
働

紹
介
並
び
に
失
業
保
険

法
等
の
譜
立
法
が
あ
り
、
更

に
草
案

こ
し
て
労
働

時

り
・
ス
ラ
i
『法
盆
ざ
し
て
の
第
働
力
』

(第
三
巻
第
一
號
)

(二
八
五
)

=



り
.
ス
ラ
ー
「法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
』
・

(第
三
巻
第

一號
)

(
二
八
六
)

=
一

間
に
關
す
る
法
律
草
案
,

一
般
的
労
働

契
約
法
草
案
並
び
に
殊

に
労
働
保
護
法
草
案
が
あ
る

(九
四
頁
)
。

(
B
)
包
括
的
保
険

制
度
。

『
更
に

一
つ
の
立
法
的
綱
領
を

一
六

一
條
が
含
ん
で
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
國

に
よ
る
包
括
的
保
険

制

度
の
制
定
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
』

(九
四
頁
)
。
こ
の
要
請
は
現
行
法
制
に
於
て
大
部
分
充
足
さ
れ
て
ゐ
る
。

(C
)
労
働

紹
介
並
び
に
失
業
保
険

。

『第
三
の
立
法
者
に
與
え
ら
れ
た
綱
領
は

一
六
三
條
二
項
第
二
文

に
含

れ
て
ゐ
る
』

(九
四
頁
)
。
こ
の
綱
領
は

一
九
二
七
年
七
月
十
六
日
の
労
働
紹
介
並
び
に
失
業
保
険

法
に
於
て
實
現
さ
れ
た
。

「
六
=
、條
二
項

『総
ベ
テ
ノ
蜀
逸
人
民
ハ
其
経
済
的
労
働
二
依
り
其
生
活
資
料
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
機
會
ヲ
與
エ
ラ
ル
ベ
シ
Q
適
當
ナ
ル
労
働
ノ
機

曾
ヲ
與
エ
ラ
レ
ザ
ル
者
二
封
シ
テ
ハ
必
要
ナ
ル
生
活
費
ヲ
支
給
ス
。
詳
細
ハ
特
別
ノ
國
ノ
法
律
二
依
り
之
ヲ
定
ム
』

(
三
)
労
働
義
務
並
び
に
労
働
…権

『
労
働
力
並
び
に
其
評
価

に
対
し
て
更
に

一
六
三
條

に
於
て
述
べ
ら
れ
た

「
労
働
義
務
」

二

項
)
と

「
労
働
機
」

(
二
項
)
の
二

つ
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
」

(九
五
頁
)
。

こ
の
二
つ
の
問
題
は
そ
の
饗
生
の
歴
史
は
古
く

自
然
法
學
あ
る
ひ
は
そ
れ
以
前

に
遡
り

今
日
に
至
る
広
満
足
な
結
論
に
到
達
し
て
ゐ
な
い
。

『
そ
れ
は
明
か
に
,
そ
し
て
故
意
に
法
律
義
務
の
反
対

を
意
味
す
べ
き
道
徳
的

義
務
.こ
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
上
、
道
徳
的
な
る
言
葉
の
外
の
義
務
並
び
に
そ
の
實
行
の
思
想
は
、

「
個
人
の
自
由
」
を

限

界

と
し

て
導

き

入
れ

る

こ

と

に
よ

り

す

べ
て

の
効
力

を

奪

は
れ

て

ゐ

る
」

(
九
五
頁
ー

九
六
頁
ノ
。

か

く

し

て

一
六

三
條

一
項

か



ら
は
根
本
的
に
如
何
な
る
法
律
的
意
義

に
於
け
る
労
働
義
務
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
、
同
様
に
二
項
か
ら
個
人
の
、
労
働

に
対
す

る
、

如
何
な
る
権
利
も
導
き
出
さ
れ
得
な
い

へ九
六
頁
)
。

一
六
三
條
一
項

『総
ベ
テ
ノ
獨
逸
人
民
ハ
其
精
神
的
及
ゼ
肉
髄
的
ノ
カ
ヲ
公
共
ノ
編
利
二
適
ス
ル
爲
二
活
用
ス
ベ
キ
道
徳
上
ノ
義
務
ヲ
費
フ
、
但
シ
人
身

ノ
自
由
ヲ
妨
ゲ
ズ
」

(
四
)
最
高
の
指
導
命
題

『之
等
す
べ
て
の
、
立
法
に
野
し
、
い
や
更
に
そ
れ
を
越
え
て
す
べ
て
の
國
家

の
活
動
に
方
向
と
精
神
を
指
示
す
る
道
徳
的

・
社

會
的

・
原
則
並
び
に
綱
領
の
上
に
い
は
"
最
高
の
指
導
命
題
と
し
て
ー

そ
れ
を
他
の
諸
條
文
が
部
分
的
に
實
行
し
て
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
ー

一
五
七
條

一
項
が
立
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
曰
く

「
労
働
力

ハ
國
ノ
特
別
ノ
保
護
ラ
受
ク
」
,こ
』

(九
七
頁
)
。

(
A
)
條
文
の
根
本
思
想

『
一
五
七
條

}
項
は
然
し
な
が
ら
そ
の
關
聯

に
於
て
理
解
せ
ら
れ
ん
こ
・こ
を
欲
し
て
ゐ
る
。
こ
の
條
文
の
存
す
る
憲
法
第
五
章
の

題
名

「
経
済
生
活
」
に
よ
り
、
既
に
薙
で
何
を
云
々
し
て
ゐ
る
か
.・
推
察
さ
れ
る
。
我

々
が
、
國
家
と
経
済

生
活
と
の
根
本
関
係

の

制
定
の
含
れ
て
ゐ
る
・

「
経
済
的
基
本
権
の
構
造
」
を
含
ん
で
ゐ
る

・
此
章
の
考
察
に
當
り
、
出
饗
す
べ
き
思
想
的
基
礎
を
、
最
初

の
條
文

一
五

一
條

一
項
が
與
え
て
ゐ
る
」

(九
七
頁
)
。

リ
ョス
ラ
i
「法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
』

(第
三
巻
第

一號
)

(
二
八
七
)

=
二



り
・
ス
ラ
!
「
法
盆
ざ
し
て
の
労
働
力
』

(第
三
巻
窮

一號
)

(二
八
八
)

一
四

一五

一條

「
経
済生
活
ノ
秩
序
ハ
各
人
ヲ
シ
テ
人
間
二
債
ス
ベ
キ
生
活
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
正
義
ノ
原
則
二
適
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。
各
人
ノ

経
済

上
ノ
自
由
ハ
此
限
界
内
二
於
テ
保
障
セ
ラ
ル
c
法
律
上
ノ
強
制
ハ
礎
利
ノ
侵
害
ヲ
妨
禦
ス
ル
爲
叉
ハ
公
共
ノ
福
利
ノ
軍
大
ナ
ル
要
求
二
磨
ズ
ル
爲
ニ

ス
ル
ノ
外
之
ヲ
許
サ
ズ
。

通
商
及
ビ
営
業
ノ
自
由
ハ
國
ノ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
保
障
ス
。
」

此
章
の
規
定
に
於
て
は
個
々
の
経
済
的
活
動
の
確
保
と
統
制
、
労
働

力
の
特
別
な
る
法
釜
と
し
て
の
抽
出
、
並
び
に
経
済
根
本
法

の
建
設
な
る
三
つ
の
観
鐵
が
取
扱
は
れ
て
ゐ
る

(九
八
頁
)
。

(
B
)
最
高
の
経
済
財
と

し
て
の
労
働
力

薙

で
注
意
す
べ
き
は

『
た
f
肉
體
的
労
働

の
み
が
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
な
く
精
神
的
労
働

力
も
亦

一
五
七
條

一
項
の
保
護
を
受

け
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る

(九
八
頁
)
。

一
五
八
條
と
の
關
聯

に
於
て

一
五
七
條
が

た
f
肉
燈
的
労
働

の
み

を
眼
中
に
置

い
て
ゐ

る
も
の
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
蓋
し

一
五
八
條
は
精
神
労
働

の
結
果
或
ひ
は
所
産
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

(九
九
頁
)
。

(C
)
労
働
力
に
關
す
る
立
法
に
対
し

て

一
五
七
條

一
項
の
條
文
の
有
す
る
意
義

,

或
論
者
は
す
で
に
奮
國
家
制
度
に
於
て
も
労
働

力
の
特
別
な
る
保
護
義
務
を
認
め
て
ゐ
る
が
故

に
こ
の
條

文
は
何
等
新
し
い
も
の



を
齎
ら
し
は
し
な
い
と
い
ふ
が
、
然
し

『奮
國
家
制
度
に
於
て
唯

一
の
も
の
は
救
護

(
F
u
r
s
o
r
g
e
 

)
從

つ
て
労
働
力
の
間
接
保
護
で

あ
つ
た
。
之
に
反
し
獨
逸
憲
法
に
於
て
は
労
働

力
は
重
要
な
る
経
済
財
並
び
に
人
絡
財
と
し
て
認
め
ら
れ
、

そ
れ
に
対
し

て
法
律
の

保
護
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
』

(九
九
頁
-

一〇
〇
頁
)
。

労
働

力
を
法
釜
,こ
し
て
認
め
よ
う
と
す
る

『
此
目
的
が
到
達
せ
ら
る
・
な
ら
ば

メ
ン
ガ
ー
が
私
法
制
度
に
対
し

て
掲
げ
た
批
難

i

そ
れ
は
全
法
律
秩
序
に
拡
張

せ
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
が
ー

は
大
部
分
と
り
の
ぞ
か
れ
る
。
吾
々
は
そ
こ
で
す

べ
て
の
國
民
暦

が

理

性

的

に
考

慮

す

る

と
き

、

喜

ん

で
彼

等

の
賛

意

を
表

す

る
法

律

秩

序

を

も

つ
で

あ

ら
う

』

(
一
〇
〇
頁
)
。

終

り

り
。
ス
ラ
ー

『
法
盆
ミ
し
て
の
舅
働
力
』

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
八
九
)

一
五


